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①借地権者・底地権者が契約の相手方に売却

• 第三者への売却に比べて完全所有権
化が図れる分、高値での売却が期待
できる。

• 売却額や時期など条件交渉に時間と労力を要
する。

• 買取り資金が必要となる。

• 借地人との関係や不動産市況、交渉のタイミ
ングなど各種条件によって買取り額や要する
手間が異なる。

③底地と借地を同時売却

• 一体不可分契約とできれば、借地
権・底地の単独売却と比較して高価
で売却可能

• 借地権、底地の一体不可分契約となる。

• 買取業者（不動産業者）は粗利目的なので、
契約の相手方（借地権者・底地権者）に売却
するよりは安価

④底地と借地を一部交換（土地の一部を交換）

• お互いに一部完全所有権とすること
ができる。

• 土地の広さが必要

• 建物の状態(築年数、配置等)など、物理的に
交換可能であることが必要。

• 交換比率等、条件交渉に時間を要する。
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⑤底地・借地買取業者へ売却 • 買取業者との条件が折り合えば売却
可能。

• 契約の相手方（借地権者・底地権
者）との交渉・承諾は不要で、短期
間での売却も可能。

• 契約の相手方（借地権者・底地権者）への売
却と比較すると一般的に価格は低くなる。

• 契約の相手方（借地権者・底地権者）が親族·
知人等の場合、関係を悪化させる可能性あり。
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